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2022/2/28 

宛先： 西山キミヱ 成年後見人 安部 高樹 司法書士 

写し： 西山和子 成年後見人 加藤 貴大 弁護士 

 辻恭子 代理人 谷 直樹 弁護士 

 岩永・新富法律事務所 岩永 孝之 弁護士 

 

道後湯之町  西山 紀男 

件名： 正林駐車場賃料の債務返還案に異議申立てる（経緯）。 

参照：  ２０２２（令和４）年２月２０日付西山キミヱ成年後見人 安部高樹 司法書士発書簡 

 「正林駐車場賃料債務についての「新」確認・同意・承認書」 

 

経緯： 

１．西山留太郎父は、昭和５４年（１９７９年）３月逝去し、遺産相続を行うことになりました。 

その時、キミヱ母は６２歳で健在、 

長男 紀男は東京で会社勤務、長女 和子は精神病院に入院中、 

次男 紘二も精神病院（杠病院）に入院中、二女 恭子は辻俊雄と結婚して諫早市に 

居住。 

 

キミヱ母が私に開示したのは、留太郎父名義の不動産の権利書のみで、預貯金は開示しな 

かった。 

その権利書を基に遺産分割に着手しました。 

キミヱ母は若く、この先の老後が長いこと。 

長女 和子と次男 紘二は入院しており、当時は障害者支援制度がなく、将来不安が 

あった。 

これらのことから、次の内容の遺産分割案を作りました。 

キミヱ母には長崎・泉町の土地建物１件、 

諫早・城見町の土地建物２件（菅原金物店、馬場傘店）、 

および喜々津の土地１件、 

長女 和子には城見町４５番地の土地建物、 

次男 紘二には城見町４６番地の土地建物、 

長男 紀男および次女 恭子は相続放棄しました。 

また、和子と紘二は禁治産者扱いにして後見人を選任してもらう。 

 

これを基に作成した遺産分割協議書を母に見せた後、遺産分割協議書受付に提示しました。 

係官は、他の相続の例などを丁寧に説明され、和子と紘二は禁治産者としないで、普通の個人 
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として相続するように、との提案がありました。 

当係官の提言に従って遺産分割協議書を修正し、翌日提出、受理していただきました。 

 

遺産分割協議書を提出した翌日、弟 紘二を入院先の杠病院に訪ねて、相続分を伝えた。 

妹 和子入院先は、母から教えてもらえなかったので、伝えていない。 

 

 

２．キミヱ母は、平成７年（１９９５年）５月 辻恭子・俊雄家族と同居を開始した。 

 留太郎が昭和４０年（１９６５年）泉町に新築した家屋を取り壊して、２世帯住宅を新築した。 

 以下に、同居のいきさつを「２０１９年１２月１日付、美年子発の書簡」から引用します。 
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同居のいきさつ-続き 
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同居のいきさつ-続き 

 

 

 

３．二世帯住宅が出来上がり、同居を始める前、キミヱ母は私 紀男に次を説明した。 

①  建物は自分と辻俊雄との共同名義にした。 

②  土地はキミヱ名義のままにしておく。 

 

 

４．キミヱ母は、平成１７年（２００５年）１０月 本原町の介護施設（施設名不明）へ入所した。 

 ２００６年１１月、長男 英男が入所している「第二みのり園」を訪れた帰り、 

 キミヱ母の居宅（泉町）を訪ねたところ、母が居ない。 

 恭子に事情を聞くと、次の説明があった。 

 以下に、入所のいきさつを「2019年 12月 1日付 美年子発書簡」から引用する。 
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５．キミヱ母は、平成１９年（２００７年）３月 平和町の「かいごの花みずき」へ移転。 

 ２００７年３月、妻 美年子と長崎へ行き、辻恭子の案内で介護施設にキミヱ母を訪ねた。 

 その時の、辻恭子との質疑を「2019/11/18付 岩永弁護士宛て書簡」から引用します。 
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 後見等事務報告書に開示された預金口座の取引明細（以下の画像）をみると、 

 キミエ母は、介護施設へ入居する（２００５年１０月）以前から継続的に支出していた。 

 入居以降は、辻恭子が支出していた。 
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親和・諫早支店口座_ （平 16年）2004-04-01～（平 18年）2006-07-04の取引明細 

 

 



8 

 

 

親和・諫早支店口座_ （平 18年）2006-07-04～（平 20年）2008-03-04の取引明細 
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親和・諫早支店口座_平成 20 年（2008 年）03-04～平成 20 年-11-05 通帳の取引

明細 

 

 

 

 

６．平成２０年（２０１４年）７月２０日、西山家累代の墓を改装。 

諫早市金谷町から横浜市緑区の長延寺墓地に改装した。 

 キミヱ母が２０年以上前から山口家の地所からの立ち退きを要求されていた。 

 平成２５年７月、山口節夫氏は、西山キミヱ宛に墓の移転を文書で要請した。 

 辻恭子は受け止めることなく、私宛に転送してきた。 
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 改装費用 ８６５万円を敬子（次男 円の妻）と紀男で立替えている。 

 成年後見人 安部高樹氏あてにキミヱの資産からの返還を再三、請求しているが対応 

無し。 

 その内、敬子が立替えている４００万円はキミヱの生前に返還して欲しい。 

 

 このための原資として辻恭子がキミヱの口座から支出した水代と電気代を返還するよう 

辻恭子に請求して欲しい。 

 

 

５．２０１７年 1月２日～３日、西山敬子（私の次男 円の妻）の発案により、家族全員で 

和子と紘二を訪ねた。 

 和子と紘二の入院の件は、留太郎とキミヱは私どもに限らず、親戚中に隠していた。 

 私の次男 円の妻 敬子の英断によって訪問の段取りをつけることができた。 

 

（１） 弟 紘二を杠病院に訪ねた。 

 閉鎖病棟におり、面会室での対面だった。 

 サイクリング用のヘルメットを着けていた。 担当の看護師から「足元がふらつくので、 

転倒した時の危険防止のため着用させている。」との説明だった。 

 穏やかな表情で、静かに対話をすることができた。 

 

 帰る頃になって、紘二からの訴えを聞いた。 

①  「自分の土地からのお金を渡して欲しい。」と恭子に伝えたが、恭子は「母の老人ホ

ームの費用を払うのが先だ。」と言って断わった。 

②  「通帳に６８万円あるから、死んだときは長崎のお寺に（寺院の名前は忘れました） 

入れて欲しい。」と私に告げた。 

私は、「その時のことは心配しなくて良い。 諫早の墓は今、横浜の長延寺と言う浄土

真宗のお寺の墓地に改装した。 横浜にある西山家先祖累代のお墓に埋葬するから

安心してくれ。」と答えた。 

 

 

  （２） 妹 和子を道ノ尾病院に訪ねた。 

 閉鎖病棟の面会室で和子と対面した。 

 目をきらきら輝かせていた。 話しかけるとうなずく。 言葉を発するが、聞き取れない 

ほどだ。 

 美年子が和子の口元に耳を近づけ、話しかけると対話ができた。 

 私どもが新婚の頃、小倉に訪ねて来た時のことを話し合っていた。 
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 持病もなく、元気そうだった。 

 和子を前面中央に、家族全員（６名）の写真を写してもらった。 

 

 

７．２０１８年１１月３０日、キミヱ母の遺産相続の準備のため辻恭子宅を訪れた。 

 私どもがテーブルに着くと、少し離れた椅子に座っていた辻俊雄が、いきなり立ち上がり、 

 「お姉さんには魔物が住んでいますよ！」と声を張り上げ、妻の美年子を指さして、 

 「魔物が住んでいますよ！」と連呼して接近した。 

 俊雄は発狂したか？ と感じて「止めろ！」と制止した。 

 すごすご引下がり、椅子に戻った俊雄は、痴呆症患者のようにぼんやりしていた。 

 

当方が持参した資料に基づいて説明したが、何の返事も無かった。 

辻恭子は、「見せられん。」、「頭が痛い。」と言って２階に行ってしまった。 

  

 美年子が固定資産税の納付書を見せるように要求すると、 

辻俊雄は２階の恭子の所へ数回往復した。 

 開示したのは、和子が所有する不動産の固定資産税の納付書、 

  紘二が所有する不動産の固定資産税の納付書、 

  および紀男が受取人の生命保険の契約書、 

  恭子が受取人の生命保険の契約書。 

 泉町の固定資産税の納付書は「見せられん。」とのこと、 

 キミヱ名義の動産、不動産は開示しなかった。 

  

辻俊雄は、私に「家を出て行った人が、今さら虫がいい。」、「虫がいいとは ～だ。 

 ～だ。」とメモを読み上げた後、静かになった。 

 

 何の話合いも出来なく、遺産相続の準備のための資料も得られなかった。 

 

 翌、１２月１日、岩永・新富法律事務所を訪ねて相談しました。 

 辻宅での詳細は、「2018年 12月 8日付、美年子発書簡」に記載しています。 

 

 

８．キミヱ母への成年後見人選任申立と弟 紘二の死。 

 2019年 3月 19日、岩永隆之弁護士に同行いただき、長崎家庭裁判所に赴き、池之上 

調査官へ成年後見人選任の申立理由を説明した。 

その席で、岩永弁護士から、妹 和子および弟 紘二にも成年後見人の申立てをする 

ように提案していただきました。 
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弟 紘二君の死 

２０１９年３月２２日夜 10時、辻恭子から電話があり、「、弟 紘二は急死した。」、 

「葬儀は自分たちでやるので来なくていい。」と伝えてきた。 

これには驚いた。 

 

２２日 22:20 葬儀社の担当者、筑紫公一氏、に電話して、葬儀の日程は明日打ち合わ 

せることにした。 

 

２３日 8:15 葬儀社の担当者、筑紫公一氏、から電話が入った。 

「西山家の葬儀の件は西山が決定する。」と伝え、火葬場、僧侶との調整を依頼した。 

筑紫氏へ次を伝えた。 

「日程の調整がついたら、紀男から辻恭子に結果（日時）を伝える。」、 

「費用の請求先は喪主、西山キミヱ、宛に送るように。」。 

 

筑紫さんは、「キミヱさんは互助会に入会していらっしゃいます。 ３口ありますので、 

その中の１口を使います。」と教えてくれた。 

この時、初めて互助会に加入していたことを知った。 

去る、２０１８年１１月３０日、遺産相続準備の話し合いの席で、キミヱの葬儀に 

直葬のことを資料を見せて説明した。 

辻恭子は何も答えず、キミヱが互助会に加入していた事実を開示しなかった。 

 

３月２８日 平安社で浄土宗の僧侶により葬儀、火葬した。 

 

５月１８日、横浜市緑区にある浄土真宗本願寺派「命帰山長延寺」で満中陰法要を行い、 

西山家累代の墓に納骨した。 法名 「釋 永紘」。 

 

 

８．２０１９年５月１４日 キミヱ母に成年後見人が選任された。 

 司法書士 安部 高樹 氏 

 

 

９．２０１９年８月１７日 後見等事務報告書（令和元年６月２８日付）の謄写を受領した。 

 キミヱ母の資産状況を見ることができた。 

 岩永 隆之 弁護士へお礼状を送付した。 
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１０．２０２１年１月７日 妹 和子に成年後見人が選任された。 

 弁護士 加藤 貴大 氏 

 

 

１１．２０２１年２月１８日付、西山和子の後見等事務報告書が家庭裁判所に報告された。 

 

以上で「経緯」を終ります。 

 


